
 

2019 年 7 月 29 日 第 1655 回 
   会長 湯澤晃  幹事 廣木晴久 

会場監督  井上委員

 
 

 

◇お客様紹介  米山奨学生 雷 暁 さん 

 

◇新会員入会式  

 丸山秀行会員   

 

事業所 ㈱リードプランニング 

        

 

 

橋本政美会員   

 

事業所 ㈱東和銀行 

 

 

◇ニコニコＢＯＸ 

大國勉会員…娘がそろって 2 人で元気な顔を見せて 

くれた。娘といっても 60 過ぎだが… 

私は 80 過ぎ 

下田一成会員…昨日、群馬県中学校総体ソフトテニ 

ス大会女子団体で優勝しました。こ 

れから個人戦の応援に行ってきます 

大門龍一会員…全国少年少女レスリング大会におい 

て 3 位入賞者を出すことができまし 

た。 

相原佳寛会員…育英高校甲子園出場おめでとうござ 

います。先日コンペは最下位でし

た。 

塚田憲利会員…前橋育英高校野球部甲子園出場おめ 

でとうございます。ミナミでお祝い 

出来たらうれしいです。ついでに先 

日のコンペは準優勝をしました。 

小和瀬健会員…前橋育英高校優勝（甲子園出場）お 

めでとうございます。大阪でお祝い 

しましょう。 

川口武志会員…育英高校野球部優勝おめでとうござ 

います。 

富岡政明会員…甲子園出場おめでとう。 

上村哲郎会員…前橋育英 4 期連続夏の甲子園出場お 

めでとうございます。群馬県民に感 

動をいっぱいください。応援してい 

ます。 

角張智之会員…育英、甲子園出場おめでとうござい 

ます。 

三輪田聡会員…前橋育英高校甲子園出場おめでとう 

ございます。 

廣山武雄会員…育英、優勝おめでとう！ 

◇幹事報告 廣木幹事  持回り理事会 

◇委員会報告 野球部 ゴルフ部 大島会員 

 

◇会長の時間「逮捕」 

今日は皆さん普段から耳している刑事事件の

手続きについて若干説明させていただきます。 

皆さん、逮捕という言葉は聞いた事あると思

いますが、もちろん「逮捕」という言葉は法律用

語にもあります。「刑事訴訟法」という法律に載

っております。逮捕というのは当然、犯罪行為を

行った人が逮捕され身柄を拘束されるます。皆

さん、逮捕にはどうゆう種類があるかご存知で

しょうか？ 

いわゆる「普通の逮捕」は逮捕状という令状が

出され、それに基づいて逮捕されます。 

そして「緊急逮捕」というのがあります。急速

を要する場合に逮捕状なしで逮捕する。 

それからもう一つは「現行犯逮捕」というのが

あります。これは逮捕状なしで、現場で犯罪を行

っているのが分かった時、その場で逮捕するの

が現行犯逮捕です。 

では逮捕は誰がするのでしょうか？ 通常は

警察官、それから意外に知られてないんですが

検察官も逮捕が出来ます。そして実は皆さん方

も逮捕することが出来ます。普通の犯罪者を。こ

れは現行犯逮捕の場合には皆さんも実は目の前

に犯罪者がいる場合に逮捕が出来ます。意外に

知られておりませんが、例えば、飲み屋で暴れて

いる人が居た場合には暴行罪とか傷害罪で逮捕

できなくはないという事になります。 

逮捕された場合のその後の手続きは、警察官

が逮捕した場合には４８時間以内、つまり２日

以内に検察官にその逮捕した人間を引き渡さす

事になっています。そして４８時間以内に引き

渡しを検察官が受けた場合には、そこから２４

時間以内に「勾留」という手続きを取ります。
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つまり逮捕されてから７２時間、３日以内に

拘留手続きが取られるという事になります。 

「勾留」しない場合には当然、釈放しなければ

なりません。逮捕状は実は裁判官が出します。つ

まり逮捕状で逮捕する時は必ず検察官は裁判所

に行って裁判官に逮捕状の提出をお願いして逮

捕状を出してもらいます。少し話は戻りました

が、勾留の請求をした場合には裁判官勾留の手

続きを行います。原則１０日間勾留を検討して

勾留状を請求し、勾留状に基づいて身柄を拘束

し１０日間の間に捜査をします。「勾留」の期間

は簡単に言うと警察官又は検事がその事件の証

拠を集めたり調べたりする期間になります。従

って当然、逮捕された人、それから被害者の方か

らも事情聴取をします。場合によっては現場に

行って現場の犯行状況を再現し、写真に収めた

りする事もあります。 

逮捕された方は、この１０日間の勾留期間中、

通常は警察署の留置場に留置されます。 

皆さん手錠をかけられているシーンをご覧に

なった事があると思いますが手錠をかけられる

のは警察署から出る時に手錠をかけます。当然、

留置所の中にいる時は、手錠はかけておりませ

ん。そして検察官はこの１０日の間に証拠を集

めて起訴するかどうかを判断します。１０日間

というのはかなり短い期間で場合によっては延

長でさらに３日～５日間。原則は２０日間勾留

できる事になります。逮捕されると最初の段階

から２３日間警察署に留め置かれる事になりま

す。弁護士は逮捕された直後から面会はもちろ

ん出来ます。場合によっては、我々弁護士は足し

げく通って捜査状況を聞いて今後の見通を立て

ます。さらに我々弁護士は立ち会いなしでお話

が出来るという事になります。 

 

ちなみに逮捕された親族の方が、逮捕された

方の面会行く時には必ず警察官が立ち会います。

ＴＶで出てくるような留置場の面会所でアクリ

ルのガラスみたいな所に穴がいっぱい開いてい

るところを通じて話をします 

平成１０年の古いデータでは犯罪件数で１０

０万件以上、警察に犯罪として認知されており

ますが起訴されるのはそのうちの４分の１、２

５万件。残りの６３万件は不起訴。つまり逮捕し

て捜査をしても最終的には起訴できず刑事事件

にならいない。これは何故かと言いますと 1 つ

は犯罪行為が警察とか検察に認知されたとして

も裁判をやるまでもない、微罪処分といいます

が、そうゆう形で釈放されるケースも結構あり

ます。実際に裁判にかけられるのは本当に４分

の１程度という事になります。しかも、その４分

の１の２５万件の内１５万件は略式起訴と言い、

いわゆる罰金刑なので、実は起訴と同時に釈放

されます。結果、全国で裁判になるのは９万件強

という事になります。  

後もう一つは言葉の問題ですが、皆さん「容疑

者」という言葉を聞いた事あると思いますが、こ

れは法律用語ではありません。皆さん、被疑者、

被告人という言葉をお聞きになったことがある

と思います。これは何が違うのかと言うと、先ほ

ど申し上げました、起訴される前の段階の捕ま

った方、あるいは疑いをかけられている方の事

を「被疑者」と言います。起訴された後、裁判に 

よという決まった後は被告人と呼ばれます。そ

こを意識して今後、ニュースなど見ていただけ

ればと思います。戸所先生がいるのでちょっと

(^-^；やりづらかったりしました。 

勾留…判決を受けるまでの被疑者・被告人を拘束すること 

拘留…刑事施設に収監する刑罰のこと 

◇会員卓話  相原佳寛会員 


